
地方議会における両立支援に係る会議規則の整備状況について

女性は我が国の有権者の約52％を占めるが、地方議会議員に占める女性の割合は、特別区議会では36.2％である一方、都
道府県議会では14.6％、市議会では19.1％、町村議会では13.6％である。また、女性が１人もいない地方議会は、市議会で
は14、町村議会では210存在する（令和５年12月31日時点）

「第５次男女共同参画基本計画」（令和２年12月25日閣議決定）では、政治分野における女性の参画拡大に向けて地方議
会の取組を進めるため、
• 全国市議会議長会及び全国町村議会議長会に対して、すべての市区町村議会において出産が欠席事由として明文化される

よう要請する
• 全国都道府県議会議長会、全国市議会議長会及び全国町村議会議長会に対して、出産に係る産前・産後期間にも配慮した

会議規則の整備や育児・介護等の欠席事由としての明文化が促進されるよう要請する
• 会議規則における出産・育児・介護等に伴う欠席規定の整備状況等を調査し見える化等を行う
としている。

これを受け、令和３年１月に、女性活躍担当大臣・内閣府特命担当大臣（男女共同参画）から全国都道府県議会議長会、全
国市議会議長会及び全国町村議会議長会に対して、標準会議規則の改正の検討を要請し、各議長会は同年1月下旬から2月上旬
にかけ標準会議規則を改正した。これを受けて、各地方議会において会議規則の改正が行われている。
本調査は、内閣府が実施している「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」にお

いて、令和２年以降の各年の進捗状況を調査したものである。

１．調査の背景・目的

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律（平成30年法律第28号）（抜粋）

第六条 国は、政治分野における男女共同参画の推進に関する取組に資するよう、その推進に当たって障壁となるような社会における制
度、慣行、観念 その他一切のもの（次項において「社会的障壁」という。）及び国内外における当該取組の状況について、実態の調
査並びに情報の収集、整理、分析及び提供（同項及び第十一条において「実態の調査及び情報の収集等」という。）を行うものとする。

２ （略）

第八条 国及び地方公共団体は、議会における欠席事由の拡大をはじめとする公選による公職等としての活動と妊娠、出産、育児、介護
等の家庭生活との円滑かつ継続的な両立を支援するための体制の整備その他の政治分野における男女共同参画の推進に関する取組を積
極的に進めることができる環境の整備を行うものとする。
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明文規定あり

地方議会における両立支援に係る会議規則の整備状況について

議会における欠席事由の整備状況
・調査時点 令和６年は７月１日時点、令和２年は４月１日時点
・対象議会数 都道府県議会：47 市区町村議会：1,741

 都道府県議会においては、育児及び家族の介護を欠席事由として明文化している議会の割合が、令和２年度から大きく増
加し、いずれも全体の９割を超えている。

 市区町村議会においては、本人の出産を欠席事由として明文化している議会の割合が、全体の９割を超えた。本人の出産
以外の欠席事由については、育児、家族の介護のほか、本人の疾病や配偶者の出産、家族の看護についても増加し、いず
れも全体の８割を超えている。

２．調査結果の概要

明文規定あり

運用上認められている

［%］

［%］ n=1,741n=47

内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」より作成
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